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道路位置指定に関する排水施設設置基準 

 

  道路位置指定に関する道路位置指定基準第２ ． １ ． ８ ） の排水施設の設置基準は、 次のと おり

と する。 ただし 、 橿原市が維持管理するこ と が明確な排水管で、 市長と 事前に協議し 、 その了承

を得た構造については、 こ の基準によら ないこ と と する。  

 

  １ ． 汚水施設 

     1） 管路計画  

ア． 排水方法は、 汚水排水と 雨水排水を分流し 、 暗きょ 構造と するこ と 。  

イ ． 公共下水道（ 汚水） 管を管路敷き に布設し てはなら ない。  

ウ． 排水施設は、 排水が流出さ れる区域を明確にし 、 「 橿原市開発指導基準」 の規

定により 計画排水量が管き ょ 能力の範囲内と なっ ているこ と を確認するこ と 。  

 

     2） 管路の構造 

ア． 本管に使用する管種は、 「 Ｊ Ｓ ＷＡ Ｓ  Ｋ －１ ３ 」 に適合する下水道用リ ブ付

硬質塩化ビニル管、 又はそれ以上の強度を有するも のと する。  

取付管に使用する管種は、 「 Ｊ Ｓ ＷＡ Ｓ  Ｋ －１ 」 に適合する下水道用硬質塩

化ビニル管、 又はそれ以上の強度を有するも のと し 、 本管の最小管径は２ ０ ｃ

ｍ、 取付管の最小管径は１ ５ ｃ ｍと する。  

イ ． 本管の埋設深さ は、 原則と し て管頂までの土被り を １ ． ０ ｍ（ 歩道下に設置す

る場合は０ ． ６ ｍ） 以上と し 、 基礎及び埋め戻し は再生砕石を 使用する こ と 。

尚、 構造は次図のと おり と する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ． 人孔間距離が１ ０ ｍ以下の短いスパンについては、施工誤差等による逆勾配を

防止するため、 １ ０ ． ０ ‰以上に設定するこ と を 検討する 。  
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エ． 取付管は、最上流人孔を 除いて本管に接続するも のと する。こ の場合において、

接続部材は自在支管（ ワンタ ッ チ式） を使用し 、 本管への接続位置は本管の管

頂から ±６ ０ °の範囲に取付けるも のと する。  

オ． 取付管の基礎は砂基礎と し 、 その構造は上記（ ２ ） の図のと おり と する。 こ

の場合において、 土被り は、 最低０ ． ６ ｍを確保するも のと し 、 管勾配は１ ０

‰以上と する。  

カ ． 人孔における異径の管き ょ の接合は管頂接合と する。  

キ． 人孔と 本管の接続にはレベル２ 地震動に対応し た可と う 性継手を使用するも

のと する。  

ク ． 前各号により がたい場合は、 市長と 別途協議を 行う も のと する。  

 

     3） 人孔について 

ア． 人孔の構造は、 「 Ｊ Ｓ ＷＡ Ｓ  Ａ －11」 に適合する１ 号組立人孔（ 内径９ ０ ０

ｍｍ） をと し 、 イ ンバート を設けるこ と 。 ただし 、 次に掲げる基準を満たすも

のについては、 １ 号組立人孔に代えて、 小口径塩ビ人孔を 設置するこ と ができ

る。  

ａ  設置する小口径塩ビ人孔は、 下水道硬質塩化ビニル製リ ブ付小型人孔（ Ｊ

Ｓ ＷＡ Ｓ  Ｋ ―17） φ３ ０ ０ ｍｍを標準と するこ と 。  

ｂ  人孔深は２ ． ５ ｍ以下であるこ と 。  

  ｃ  連続配置は極力避けら れているこ と 。  

  ｄ  設置箇所が次のいずれかに該当するこ と 。  

① 将来流入のない起点人孔。  

② 将来流入のない中間人孔。  

③ 前①号及び②号の他、 維持管理上問題がない人孔 

イ ． 人孔の鉄蓋は、 設計自動車荷重２ ５ ト ン対応で市の仕様を 満足する汚水タ イ プ

の鉄蓋を 使用するこ と 。 また、 ヒ ンジ及び足掛金具は原則と し て下流側に設置

するこ と 。  

ウ． 上流管き ょ と 下流管き ょ の段差が０ ． ６ ｍ以上の場合は、 副管を設ける こ と 。

ただし 、 設置する副管が内副管の場合は、 次の図の例により 管末を 処理するこ

と 。  
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     4） 宅内汚水桝について 

ア． 宅内汚水桝は、 原則と し て１ つの敷地に１ 箇所設置するも のと し 、 設置する位

置は、 道路と の境界から 宅地側１ ｍの範囲と する。 こ の場合において、 でき る

限り 宅地と 道路の高低差の少ない位置に設置し 、 有効な深さ と し て０ ． ８ ５ ｍ

を確保するも のと する。  

イ ． 宅内汚水桝の蓋は、 市長が別に定める汚水桝蓋を使用し 、 その材質は硬質塩化

ビニル製を標準と する。 ただし 、 設置する位置に車両等の通行がある場合は、

鋳鉄蓋と する。  

ウ． 宅内汚水桝の規格は、 桝深１ ． ５ ｍ以下の場合において、 内径２ ０ ０ ｍｍの小

口径塩ビ桝を標準と する。 ただし 、 流入深さ が１ ． ５ ｍを超える場合は、 市長

と 別途協議するも のと する。  

 

  ２ ． 雨水施設 

     1） 排水計画 

ア． 排水方法は、汚水排水と 雨水排水を分流するこ と 。なお、浄化槽から の排水（ 合

流管） は、 暗き ょ 構造によっ て排水さ せるこ と 。  

イ ． 既設排水路への放流は、 流向や水位に応じ 、 各々の排水機能の妨げになら ない

角度や高さ で接続するこ と 。  

ウ． 排水施設は、 排水が流出さ れる区域を明確にし 、 「 橿原市開発指導基準」 の規

定により 流出量が算定さ れているこ と 。  

 

     2） 排水施設の構造 

     ① 雨水管及び合流管について 

ア． 排水本管（ 以下｢本管｣と いう 。 ） に使用する管種は｢Ｊ Ｉ Ｓ  Ａ ５ ３ ５ ０ ｣に適

合する強化プラ スチッ ク 複合管又はそれと 同等の強度を有するも の（ 内面がコ

ンク リ ート 系の管種は除く 。 ） と し 、 その最小管径は３ ０ ｃ ｍと する。  

イ ． 取付管に使用する管種は、 本管と 同種又は｢Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ６ ７ ４ １ ｣に適合する硬

質塩化ビニル管（ Ｖ Ｐ 管） と し 、 その最小管径は２ ０ ｃ ｍと する。 ただし 、 宅

内桝取付管にあっ ては１ ５ ｃ ｍと するこ と ができ る。  

ウ． 本管は、 舗装構造（ 表層＋路盤） より 下部に、 かつ、 路面に著し い影響を与え

ない深さ に埋設するも のと する。  

エ． 本管への取付管接続部材は、 原則と し て支管を使用するも のと する。  

オ． 人孔における 異径の管きょ の接合は、 管頂接合と する 。  

 

② 道路側溝について 

ア． 道路側溝については、 原則と し て自由勾配側溝を使用するこ と 。 なお、 周辺の

状況等により こ れにより 難い場合は、 市長と 協議するこ と 。  

イ ． 自由勾配側溝の本体及び蓋（ コ ン ク リ ート 製又はグレ ーチン グ） 共に設計

自動車荷重 25 ト ン 対応を 用い、 その最小内径は幅及び高さ 共に３ ０ ｃ ｍを

原則と する 。  
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ウ． 道路横断部については、 横断用を 用い、 グレ ーチン グ蓋はボルト 締めと す

る こ と 。  

エ． 浄化槽から の排水は、 自由勾配側溝に接続せず、 暗き ょ 構造によ っ て排出

さ せる こ と 。  

オ． 宅内雨水管を 接続する 箇所については、 維持管理が容易なグレ ーチン グ蓋

を 設置する こ と 。  

カ ． 泥溜めについては、１ ５ ｃ ｍ以上を確保し 、２ ０ ｍ毎に１ 箇所以上設けるこ と 。  

 

     3） 人孔について 

ア． 人孔の構造は、 原則と し て１ 号組立人孔（ 内径φ９ ０ ０ ） と し 、 雨水のみを排

除すべき 人孔にあっ ては深さ １ ５ ｃ ｍ以上の泥だめ、 合流管の人孔にあっ ては

イ ン バート を設けるこ と 。  

イ ． 人孔の鉄蓋は設計自動車荷重２ ５ ト ン対応で市の仕様に準じ た雨水タ イ プの鉄

蓋を 使用するこ と 。 また、 ヒ ンジ及び足掛金具は原則と し て下流側に設置する

こ と 。  

ウ． 人孔への取付管接続は人孔１ 箇所につき２ 本までと する。  

 

     4） 排水路の横断構造について 

ア． 道路の側溝程度（ おおむね６ ０ ｃ ｍ未満） の幅の場合は、 設計自動車荷重２ ５

ト ン 対応のグレ ーチング蓋を用い、 ボルト 締めと する。  

イ ． 排水路内を水路管理者が歩行可能な程度の横断幅の場合は、 コ ンク リ ート 床版

（ スラ ブ） を用い、 下流側に点検口及び足掛金具を、 両端部には防護柵を 設置

する 。 こ の場合において、 コ ンク リ ート 床版（ スラ ブ） は水路断面を阻害し て

はなら ない。  

ウ． 横断すべき既設水路を 事前に調査を行い、 側壁に破損箇所がある場合は補修対

策について市長と 協議するも のと する。  

エ． ア、 イ 又はウにより がたい場合は、 市長と 別途協議を 行う も のと する。  

 

     5） その他 

      街き ょ 桝の間隔は２ ０ ｍ程度に１ 箇所と する。 道路内に設ける 桝については、

蓋を グレーチングにするなど管理が容易な構造と するこ と 。  


